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(57)【要約】
【課題】ディスプレイの表示窓とカメラの光入射窓とが
その前面に配置されている汎用のコンピュータに後付け
装着することにより、当該カメラの光入射窓が当該コン
ピュータに対面している使用者から見えないようにする
ことができるカメラ隠し装置を提供する。
【解決手段】カメラ隠し装置１－１は、スマートフォン
１０の背面部及び外周部を覆うカバー（ソフトケース）
２と、スマートフォン１０のフロントカメラの光入射窓
１５を遮蔽するための遮蔽部３と、遮蔽部３を光入射窓
１５の前に出没可能に保持する遮蔽体保持部４と、を有
する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイの表示窓とカメラの光入射窓とがその前面に配置されているコンピュータ
又は表示装置に装着されるアクセサリ装置であって、
　前記光入射窓を遮蔽するための遮蔽部と、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前に出没可能に保持する遮蔽体保持部と、
　を有するカメラ隠し装置。
【請求項２】
　前記コンピュータ又は前記表示装置の外周部を覆い得るカバーを有し、
　前記遮蔽部は、前記遮蔽体保持部を介して前記カバーと一体化している、請求項１記載
のカメラ隠し装置。
【請求項３】
　前記カバーは、エラストマでできており、
　前記遮蔽部、前記遮蔽体保持部、そして前記カバーは、一体として成型されている、請
求項２記載のカメラ隠し装置。
【請求項４】
　前記カバーは、
　前記コンピュータ又は前記表示装置の前面の周縁部を覆う前面周縁カバー部を有し、
　前記遮蔽体保持部は、前記前面周縁カバー部の一部である、請求項３記載のカメラ隠し
装置。
【請求項５】
　前記遮蔽部は、前記遮蔽体保持部が弾性変形することにより、前記レンズの前に出没す
る、請求項４記載のカメラ隠し装置。
【請求項６】
　前記遮蔽体保持部は、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前に保持する第１の安定状態と、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前から待避させた位置に保持する第２の安定状態と、の間
で弾性変形可能であり、
　且つ、
　前記第２の安定状態を解除する操作がなされると、それ自体の弾性により、前記第１の
安定状態に変化し得るように成型されている、請求項５記載のカメラ隠し装置。
【請求項７】
　ディスプレイの表示窓とカメラの光入射窓とが互いに隣接して且つ互いに同じ向きに向
けて配置されているコンピュータ又は表示装置に装着されるアクセサリ装置であって、
　前記光入射窓を遮るための遮蔽部と、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前に出没可能に保持する保持部と、を有し、
　前記保持部は、前記表示窓の縁部に沿ってスライドさせて移動可能である、カメラ隠し
装置。
【請求項８】
　ディスプレイの表示窓とカメラの光入射窓とがその前面に配置されているコンピュータ
又は表示装置に貼り付けて装着されるアクセサリ装置であって、
　前記カメラの光入射窓を遮るための遮光体と、
　前記遮光体を前記カメラの光入射窓の前に出没可能に保持する遮光体保持体と、
　前記遮光体保持体を前記コンピュータ又は前記表示装置に貼り付けて固定するために前
記遮光体保持体の前記コンピュータ又は前記表示装置との貼り付け面に形成された粘着材
層と、
　前記粘着材層に剥離可能に貼り付けられた剥離シートと、を備えたカメラ隠し装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、コンピュータ又は表示装置に内蔵されているカメラの光入射窓を必要に応じ
て隠すことができるカメラ隠し装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
［コンピュータについて］
　カメラを内蔵したコンピュータが広く普及している。この種のコンピュータの代表例と
して、スマートフォンを挙げることができる。スマートフォンはディスプレイを有してい
る。当該ディスプレイには、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＯＥＬＤ（Organic El
ectroluminescence Display）等、ＦＰＤ（Flat panel Display）が用いられる。当該デ
ィスプレイの表示窓は、スマートフォンの前面に開口している。当該ディスプレイの表示
窓は、タッチパネルになっている。
【０００３】
　スマートフォンの多くは、メインカメラとフロントカメラ（サブカメラ）とを有してい
る。メインカメラの光入射窓は、スマートフォンの背面に開口している。フロントカメラ
の光入射窓は、スマートフォンの前面に開口している。フロントカメラの光入射窓はディ
スプレイの表示窓の近傍に設けられている。
【０００４】
　スマートフォンは、インターネットに接続可能である。
　スマートフォンは、メインカメラやフロントカメラで撮影した画像を、インターネット
に接続されている他のコンピュータに送信可能である。
【０００５】
　スマートフォンが撮影機能を停止していれば、メインカメラやフロントカメラによる撮
影がなされることはない。
　スマートフォンが送信機能を停止していれば、メインカメラやフロントカメラにより撮
影された画像が他のコンピュータに送信されることはない。
【０００６】
　メインカメラの光入射窓は、ディスプレイを視ているユーザの視界には入らない。メイ
ンカメラの光入射窓はスマートフォンの背面に開口しているからである。
【０００７】
　フロントカメラの光入射窓は、ディスプレイを視ているユーザの視界に常に入る。フロ
ントカメラの光入射窓はディスプレイの表示窓の直ぐ近くに設けられているからである。
【０００８】
［表示装置について］
　カメラを内蔵したコンピュータの表示装置が広く普及している。
　表示装置に内蔵されているカメラの光入射窓は、当該表示装置の筐体の前面に開口して
いる。
【０００９】
　コンピュータの多くはインターネットに接続可能である。
　コンピュータは、表示装置のカメラで撮影した画像を、インターネットに接続されてい
る他のコンピュータに送信可能である。
【００１０】
　コンピュータが撮影機能を停止していれば、表示装置のカメラによる撮影がなされるこ
とはない。
　コンピュータが送信機能を停止していれば、表示装置のカメラにより撮影された画像が
他のコンピュータに送信されることはない。
【００１１】
　表示装置のカメラの光入射窓は、当該表示装置に表示されている画像を視ているユーザ
の視界に常に入る。当該カメラの光入射窓は表示装置の表示窓の直ぐ近くに設けられてい
るからである。
【００１２】
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［先行技術について］
　カメラの存在、意図しない撮影、撮影された画像の意図しない送信、これらに対する使
用者の不安感を取り除くべく、撮影機能或いは送信機能が停止しているときに、カメラの
レンズを遮光体で機械的に遮るようにした発明が既になされている（特許文献１、特許文
献２、特許文献３）。
【００１３】
　特許文献１及び特許文献２に記載のテレビカメラ装置は、カメラの光入射窓とレンズと
の間に出没可能に設けられた遮蔽体を備えている。
　特許文献３のコミュニケーションシステムは、表示装置と、カメラと、カメラが動作し
ていないときにカメラのレンズを隠す遮蔽体とを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平８－１４９４３２号公報（請求項１、段落００５１、図１２）
【特許文献２】特開平８－１４９４３７号公報（段落００５５、図１２）
【特許文献３】特開２００４－２３４５９０号公報（段落０２２２、段落０２２３、図２
９）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　上述したように、多くのスマートフォンは、フロントカメラを有している。しかし、フ
ロントカメラは、主としてテレビ電話機能や手鏡機能を使用する際に、使用者が自分自身
を撮影するために使用されるものである。この種の機能を使用しない使用者にとって、フ
ロントカメラは無用である。
【００１６】
　しかし、フロントカメラを使用しないときでも、ディスプレイに表示されている画像を
視ている使用者の視界には、常にフロントカメラの光入射窓が入る。このため、ディスプ
レイに表示されている画像を視ている自分の様子がフロントカメラで撮影されているので
はないか、そして撮影された画像が送信されているのではないか、という不安感を使用者
に与えていた。
【００１７】
　また、汎用のコンピュータの表示装置は、コンピュータから出力された画像を表示する
機能を主機能とするものであり、それがカメラを内蔵している表示装置であっても、その
カメラの機能は副機能に過ぎない。そのカメラの機能が全く使用されない場合も多い。
　表示装置に内蔵されているカメラを全く使用しない使用形態であっても、表示装置の表
示部を視ている使用者の視界には当該カメラの光入射窓が常に入る。このため、表示装置
の前にいる自分の様子がカメラで撮影されているのではないか、そして撮影された画像が
送信されているのではないか、という不安感を使用者に与えていた。
【００１８】
　しかし、現在普及している汎用のコンピュータ又は表示装置は、それがカメラを内蔵し
ているものであっても、そのカメラのレンズを遮る機能を備えていない。
【００１９】
　本発明が解決しようとする課題は、カメラを内蔵している汎用のコンピュータ又は表示
装置に後付け装着することにより、撮影機能或いは撮影した画像を送信する機能が停止し
ているときに、カメラの光入射窓が当該コンピュータ又は当該表示装置に対面している使
用者から見えないようにすることができるカメラ隠し装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
［態様１］
　上記課題を解決するために、本発明のカメラ隠し装置は、
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　ディスプレイの表示窓とカメラの光入射窓とがその前面に配置されているコンピュータ
又は表示装置に装着されるアクセサリ装置であって、
　前記光入射窓を遮蔽するための遮蔽部と、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前に出没可能に保持する遮蔽体保持部と、
　を有することを特徴とするものである。
【００２１】
　本発明のカメラ隠し装置は、前記コンピュータ又は前記表示装置の外周部を覆い得るカ
バーを有し、
　前記遮蔽部は、前記遮蔽体保持部を介して前記カバーと一体化している、ことが望まし
い。
【００２２】
　前記カバーは、エラストマでできており、
　前記遮蔽部、前記遮蔽体保持部、そして前記カバーは、一体として成型されている、こ
とが望ましい。
【００２３】
　前記遮蔽体保持部は、
　前記コンピュータ又は前記表示装置の前面の周縁部を覆う前面周縁カバー部の一部であ
ってもよい。
　前記遮蔽部は、前記遮蔽体保持部が弾性変形することにより、前記レンズの前に出没す
る、ことが望ましい。
【００２４】
　前記遮蔽体保持部は、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前に保持する第１の安定状態と、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前から待避させた位置に保持する第２の安定状態と、の間
で弾性変形可能であり、
　且つ、
　前記第２の安定状態を解除する操作がなされると、それ自体の弾性により、前記第１の
安定状態に変化し得るように成型されている、ことが望ましい。
【００２５】
［態様２］
　上記課題を解決するために、本発明のカメラ隠し装置は、
　ディスプレイの表示窓とカメラの光入射窓とが互いに隣接して且つ互いに同じ向きに向
けて配置されているコンピュータ又は表示装置に装着されるアクセサリ装置であって、
　前記光入射窓を遮るための遮蔽部と、
　前記遮蔽部を前記光入射窓の前に出没可能に保持する保持部と、を有し、
　前記保持部は、前記表示窓の縁部に沿ってスライドさせて移動可能であることを特徴と
するものである。
【００２６】
［態様３］
　上記課題を解決するために、本発明のカメラ隠し装置は、
　ディスプレイの表示窓とカメラの光入射窓とがその前面に配置されているコンピュータ
又は表示装置に貼り付けて装着されるアクセサリ装置であって、
　前記カメラの光入射窓を遮るための遮光体と、
　前記遮光体を前記カメラの光入射窓の前に出没可能に保持する遮光体保持体と、
　前記遮光体保持体を前記コンピュータ又は前記表示装置に貼り付けて固定するために前
記遮光体保持体の前記コンピュータ又は前記表示装置との貼り付け面に形成された粘着材
層と、
　前記粘着材層に剥離可能に貼り付けられた剥離シートと、を備えたことを特徴とするも
のである。
【発明の効果】
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【００２７】
　本発明のカメラ隠し装置を汎用のコンピュータ又は表示装置に後付け装着することによ
り、当該コンピュータ又は表示装置に内蔵されているカメラの光入射窓が当該コンピュー
タ又は表示装置に対面している使用者から見えないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】カメラ隠し装置の実施形態を例示する正面図
【図２】カメラ隠し装置が装着されていない状態におけるスマートフォン（コンピュータ
）の正面図
【図３】（ａ）：図１に示すカメラ隠し装置の第１の使用状態を示す正面図　（ｂ）：（
ａ）の使用状態に対応する平面図
【図４】（ａ）：図１に示すカメラ隠し装置の第２の使用状態を示す正面図　（ｂ）：（
ａ）の使用状態に対応する平面図　（ｃ）：（ａ）及び（ｂ）の使用状態におけるカメラ
隠し装置の要部断面図
【図５】カメラ隠し装置の別の実施形態を例示する正面図
【図６】（ａ）：図５に示すカメラ隠し装置の第１の使用状態を示す正面図　（ｂ）：（
ａ）の使用状態に対応する平面図
【図７】（ａ）：図５に示すカメラ隠し装置の第２の使用状態を示す正面図　（ｂ）：（
ａ）の使用状態に対応する平面図　（ｃ）：（ａ）及び（ｂ）の使用状態におけるカメラ
隠し装置の要部断面図
【図８】（ａ）更に別の実施形態のカメラ隠し装置の第１の使用状態を示す正面図　（ｂ
）：第２の使用状態を示す正面図
【図９】（ａ）更に別の実施形態のカメラ隠し装置の第１の使用状態を示す正面図　（ｂ
）：第２の使用状態を示す正面図
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下本発明の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００３０】
［形態例１］
　図１に示されているカメラ隠し装置１－１は、図２に示されているスマートフォン１０
に後付け装着可能なアクセサリ装置である。
【００３１】
　図２、図３（Ａ）及び図４（Ａ）に示すように、スマートフォン１０の中央部には、デ
ィスプレイ１１が内蔵されている。ディスプレイ１１の表示窓１２は、スマートフォン１
０の前面に開口している。ディスプレイ１１の表示窓１２は、タッチパネルになっている
。
【００３２】
　スマートフォン１０の前面の下端部近傍にはホームボタン１３が設けられている。スマ
ートフォン１０の前面の上端部近傍には受話口１４とフロントカメラの光入射窓１５とが
設けられている。受話口１４はスマートフォン１０の横幅方向の中央に配置されている。
フロントカメラの光入射窓１５は受話口１４の左側近傍に配置されている。
【００３３】
　図３（Ｂ）及び図４（Ｂ）に示すように、スマートフォン１０の上端部には、スリープ
／スリープ解除ボタン１６とヘッドセットコネクタ１７とが設けられている。スリープ／
スリープ解除ボタン１６は、スマートフォン１０の上端部の右端近傍に配置されている。
ヘッドセットコネクタ１７は、スマートフォン１０の上端部の左端近傍に配置されている
。
【００３４】
　図示されていないが、スマートフォン１０の背面には、メインカメラの光入射窓とフラ
ッシュの光出射窓とが設けられている。スマートフォン１０の左右側部には、着信スイッ
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チ、音量ボタン、カードスロット、等が設けられている。スマートフォン１０の底部には
、マイクやスピーカ等が設けられている。
【００３５】
　図１、図３（Ａ）及び図４（Ａ）に示すように、カメラ隠し装置１－１は、スマートフ
ォン１０の背面部及び外周部を覆うカバー（ソフトケース）２と、スマートフォン１０の
フロントカメラの光入射窓１５を遮蔽するための遮蔽部３と、遮蔽部３を光入射窓１５の
前に出没可能に保持する遮蔽体保持部４と、を有する。このカメラ隠し装置１－１は、シ
リコンゴムなどエラストマからなる一体成型品である。
【００３６】
　図３（Ｂ）及び図４（Ｂ）に示すように、カバー２の上端部には、スリープ/スリープ
解除ボタン１６及びヘッドセットコネクタ１７と重なる位置に、横長のスリット状の操作
孔５、６が設けられている。スリープ/スリープ解除ボタン１６及びヘッドセットコネク
タ１７は、それぞれ操作孔４、５を通して露出している。ヘッドセットコネクタ１７用の
操作孔６は、ヘッドセットコネクタ１７の位置からスマートフォン１０の横幅方向中央近
傍まで延在している。
【００３７】
　図示されていないが、カバー２の背面部には、スマートフォン１０のメインカメラの光
入射窓及びフラッシュの光出射窓と重なる位置にそれぞれ貫通孔が設けられている。カバ
ー２の左右側部には、スマートフォン１０の着信スイッチ、音量ボタン、カードスロット
、等と重なる位置にそれぞれ貫通孔が設けられている。カバー２の底部には、マイクやス
ピーカ等と重なる位置にそれぞれ貫通孔が設けられている。
【００３８】
　カバー２は、スマートフォン１０の前面の周縁部を覆う前面周縁カバー部７を有する。
遮蔽体保持部４は、前面周縁カバー部７の上端内縁からスマートフォン１０の前面に沿っ
て光入射窓１５側に延在している。遮蔽体保持部４は、光入射窓１５に達しており、その
先端部が遮蔽部３を構成している。
【００３９】
　遮蔽部３は、遮蔽体保持部４が弾性変形することにより、光入射窓１５の前に出没する
。
　遮蔽部３は、光入射窓１５への光の入射を、撮影が不能となる程度に遮り得る光遮蔽性
能を有している。遮蔽部３が光入射窓１５の前にあるとき、スマートフォン１０の前面に
対面している使用者から光入射窓１５は見えない。
　遮蔽体保持部４は、第１の安定状態と第２の安定状態との間で弾性変形可能である。
　第１安定状態は、図３（Ａ）に示すように、遮蔽部３を光入射窓１５の前に保持する状
態である。第１安定状態は、カメラ隠し装置１をスマートフォン１０に装着することによ
り実現される。すなわち、第１安定状態は、カメラ隠し装置１をスマートフォン１０に装
着した際の初期状態である。
【００４０】
　第２安定状態は、図４（Ａ）に示すように、遮蔽部３を光入射窓１５の前から待避させ
た位置に保持する状態である。第２安定状態は、第１安定状態から遮蔽部３を捲り上げて
その先端部をヘッドセットコネクタ１７用の操作孔６からカバー２とスマートフォン１０
との間に差し込むことにより実現される。
【００４１】
　図４（Ｃ）に示すように、カバー２の内側には、遮蔽部３（遮蔽体保持部４）の先端部
を係脱可能に保持するための保持部８が設けられている。遮蔽部３（遮蔽体保持部４）の
先端部の裏側には、カバー２の保持部８に係脱する係止部９が設けられている。
【００４２】
　遮蔽体保持部４は、第２安定状態を解除する操作がなされると、それ自体の弾性により
、第１安定状態に変化する。この例の場合、第２安定状態を解除する操作とは、保持部８
に対する係止部９の係合状態を解除する操作である。
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【００４３】
［形態例１の作用・効果］
　上記のように構成されたカメラ隠し装置１－１によれば、これをスマートフォン１０に
装着することにより、スマートフォン１０のフロントカメラの光入射窓１５の前に遮蔽部
３を保持して、フロントカメラによる撮影が不能な状態にするとともに、フロントカメラ
の光入射窓１５がスマートフォン１０のディスプレイ１１に対面している使用者から見え
ない状態にすることができる。これにより、ディスプレイ１１を視ている自分の様子がフ
ロントカメラで撮影されているのではないか、そして撮影された画像が送信されているの
ではないか、という不安感から使用者を開放することができる。フロントカメラを使用す
るときには、遮蔽部３を光入射窓１５の前から待避させた位置に保持することにより、当
該光入射窓１５を露出させ、フロントカメラによる撮影が可能な状態にすることができる
ので、カメラ隠し装置１を装着したことによりスマートフォン１０のフロントカメラの機
能は損なわれない。
【００４４】
［形態例２］
　図５乃至図７にはカメラ隠し装置の別の形態例が示されている。このカメラ隠し装置１
－２は、スマートフォン１０の背面部及び外周部を覆うカバー（ソフトケース）２と、ス
マートフォン１０のフロントカメラの光入射窓１５を遮蔽するための遮蔽部３と、遮蔽部
３を光入射窓１５の前に出没可能に保持する遮蔽体保持部４と、を有する。このカメラ隠
し装置１－２は、シリコンゴムなどエラストマからなる一体成型品である。
【００４５】
　カバー２は、スマートフォン１０の前面の周縁部を覆う前面周縁カバー部７を有する。
遮蔽部３及び遮蔽体保持部４は、前面周縁カバー部７の一部をなしている。この例では、
遮蔽部３及び遮蔽体保持部４は、前面周縁カバー部７に切り込み７ａを形成することによ
り形成されている。前面周縁カバー部７には、スマートフォン１０の受話口１４と重なる
位置に横長のスリット状の孔７ｂが設けられている。
【００４６】
　図５乃至図７には示されていないが、図４（Ｃ）と同様、カバー２の内側には、遮蔽部
３（遮蔽体保持部４）の先端部を係脱可能に保持するための保持部８が設けられている。
そして、遮蔽部３（遮蔽体保持部４）の先端部の裏側には、カバー２の保持部８に係脱す
る係止部９が設けられている。
【００４７】
［形態例２の作用・効果］
　形態例２のカメラ隠し装置１－２も、形態例１のカメラ隠し装置１と同様の作用効果を
奏する。
【００４８】
［形態例３］
　図８（Ａ）、（Ｂ）にはカメラ隠し装置の更に別の形態例が示されている。このカメラ
隠し装置１－３は、スマートフォン１０の背面部及び外周部を覆うカバー（ハードケース
）３０と、スマートフォン１０のフロントカメラの光入射窓１５を遮蔽するための遮蔽体
（遮蔽部）３３と、遮蔽体３３を光入射窓１５の前に出没可能に保持する遮蔽体保持部３
４と、を有する。カバー３０は、プラスチックやアルミニウムなど剛性を有する材料から
なる一体成型品である。遮蔽体３３もカバー３０と同質の材料で形成されている。
【００４９】
　カバー３０は、スマートフォン１０の前面の周縁部を覆う前面周縁カバー部３７を有す
る。遮蔽体保持部３４は、前面周縁カバー部７の一部をなしている。この例では、遮蔽体
保持部３４は、スマートフォン１０の前面の左上隅部を覆う位置に形成されている。遮蔽
体保持部３４には、スマートフォン１０の光入射窓１５と重なる位置に円形の光入射孔３
４ａが設けられている。遮蔽体保持部３４には、遮蔽体３３をスマートフォン１０の表示
窓１２の上縁部に沿ってスライドさせて移動可能に保持するガイド部３４ｂが設けられて
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いる。
【００５０】
　遮蔽体３３は、ガイド部３４ｂに保持されて左右にスライドすることにより、光入射孔
３４ａの前に出没する。
　遮蔽体３３は、光入射窓１５への光の入射を、撮影が不能となる程度に遮り得る光遮蔽
性能を有している。遮蔽部３が光入射孔３４ａの前にあるとき、スマートフォン１０の前
面に対面している使用者から光入射孔３４ａ及びその奥にあるスマートフォン１０の光入
射窓１５は見えない。
【００５１】
［形態例３の作用・効果］
　上記のように構成されたカメラ隠し装置１－３によれば、これをスマートフォン１０に
装着し、図８（Ｂ）に示すように、スマートフォン１０のフロントカメラの光入射窓１５
の前に遮蔽体３３を保持した状態にしておくことにより、フロントカメラによる撮影が不
能な状態にするとともに、フロントカメラの光入射窓１５がスマートフォン１０のディス
プレイ１１に対面している使用者から見えない状態にすることができる。これにより、デ
ィスプレイ１１を視ている自分の様子がフロントカメラで撮影されているのではないか、
そして撮影された画像が送信されているのではないか、という不安感から使用者を開放す
ることができる。フロントカメラを使用するときには、図８（Ｂ）の状態から遮蔽体３３
を左側にスライドさせて、図８（Ａ）に示すように、遮蔽体３３を光入射窓１５の前から
待避させた位置に移動させることにより、当該光入射窓１５を露出させ、フロントカメラ
による撮影が可能な状態にすることができるので、カメラ隠し装置１－３を装着したこと
によりスマートフォン１０のフロントカメラの機能は損なわれない。
【００５２】
［形態例４］
　図９（Ａ）、（Ｂ）にはカメラ隠し装置の別の形態例が示されている。このカメラ隠し
装置１－４は、スマートフォン１０の背面部及び外周部を覆うカバー（ハードケース）３
０と、スマートフォン１０のフロントカメラの光入射窓１５を遮蔽するための遮蔽体（遮
蔽部）４３と、遮蔽体４３を光入射孔１５の前に出没可能に保持する遮蔽体保持部４４と
、を有する。カバー３０は、プラスチックやアルミニウムなど剛性を有する材料からなる
一体成型品である。遮蔽体４３もカバー３０と同質の材料で形成されている。
【００５３】
　この例では、遮蔽体４３は、その上端近傍が図示しない支軸を介して遮蔽体保持部４４
に左右に回動可能に連結されている。遮蔽体４３の下端近傍は光入射孔３４ａの前まで延
びている。遮蔽体４３は、左右に回動することにより、光入射孔３４ａの前に出没する。
【００５４】
［形態例４の作用・効果］
　上記のように構成されたカメラ隠し装置１－４によれば、これをスマートフォン１０に
装着し、図９（Ｂ）に示すように、スマートフォン１０のフロントカメラの光入射窓１５
の前に遮蔽体４３を保持しておくことにより、フロントカメラによる撮影が不能な状態に
するとともに、フロントカメラの光入射窓１５がスマートフォン１０のディスプレイ１１
に対面している使用者から見えない状態にすることができる。これにより、ディスプレイ
１１を視ている自分の様子がフロントカメラで撮影されているのではないか、そして撮影
された画像が送信されているのではないか、という不安感から使用者を開放することがで
きる。フロントカメラを使用するときには、図９（Ｂ）の状態から遮蔽体４３を左側に回
動させて、図９（Ａ）に示すように、遮蔽体４３を光入射窓１５の前から待避させた位置
に移動させることにより、当該光入射窓１５を露出させ、フロントカメラによる撮影が可
能な状態にすることができるので、カメラ隠し装置１－４を装着したことによりスマート
フォン１０のフロントカメラの機能は損なわれない。
【００５５】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されない。
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　上記の例では、スマートフォン１０の背面部及び外周部を覆うカバー２、３０を有する
カメラ隠し装置について説明したが。スマートフォン１０の外周部のみ覆う所謂バンパを
有するものも本発明のカメラ隠し装置に含まれる。
【００５６】
　また、遮蔽体（遮蔽部）３３、４３と、遮光体保持体（遮蔽体保持部）３４、４４と、
遮光体保持体（遮蔽体保持部）３４、４４をスマートフォン１０の前面に貼り付けて固定
するために遮光体保持体（遮蔽体保持部）３４、４４のスマートフォン１０との貼り付け
面に形成された粘着材層を有するものも本発明のカメラ隠し装置に含まれる。このカメラ
隠し装置の場合、背面部や外周部を覆う要素は不要である。
【００５７】
　また、本発明のカメラ隠し装置には、ヘッドセットコネクタ１７を利用してスマートフ
ォン１０に装着されるものも含まれる。このカメラ隠し装置は、スマートフォン１０のヘ
ッドセットコネクタ１７（所謂イヤホンジャック）に差し込んで取り付けられる軸体（プ
ラグ）に柔軟性のある遮蔽体を一体的に設け、当該軸体を指で摘まんで回動させることに
より当該遮蔽体が当該軸体の回動に伴って移動してスマートフォン１０の光入射窓１５の
前に出没するように構成される。
【００５８】
　上記の例では、スマートフォン用のカメラ隠し装置について説明したが、本発明のカメ
ラ隠し装置は、コンピュータに接続して使用される表示装置用のカメラ隠し装置にも適用
可能である。
【符号の説明】
【００５９】
　１－１　カメラ隠し装置
　１－２　カメラ隠し装置
　１－３　カメラ隠し装置
　１－４　カメラ隠し装置
　２　カバー（ソフトケース）
　３　遮蔽部
　４　遮蔽体保持部
　８　保持部
　９　係止部
　１０　スマートフォン
　１１　ディスプレイ
　１２　表示窓
　１５　光入射窓
　３０　カバー（ハードケース）
　３３　遮蔽体（遮蔽部）
　３４　遮蔽体保持部
　３４ａ　光入射孔
　３４ｂ　ガイド部
　３７　周縁カバー部
　４３　遮蔽体（遮蔽部）
　４４　遮蔽体保持部
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